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新
潟
県
条
例
第
5
3
号
 

新
潟
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

新
潟
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
6
0
年
新
潟
県
条
例
第

4
6
号

）
の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

次
の
表
の
改
正
後
の
欄
中
条
及
び
項
の
表
示
に
下
線
が

引
か

れ
た

条
及

び
項

（
以

下
「

移
動

後
条

等
」

と
い

う
｡
)
に

対
応

す
る
同
表
の
改
正
前
の
欄
中
条
及
び
項
の
表
示
に
下
線
が
引
か
れ

た
条

及
び

項
（
以
下
「
移
動
条
等
」
と
い
う
｡
)
が
存
在
す
る
場
合
に

は
当
該

移
動

条
等

を
当

該
移

動
後

条
等

と
し

、
移

動
後

条
等

に
対

応
す
る
移
動
条
等
が
存
在
し
な
い
場
合
に

は
当

該
移

動
後

条
等

（
以

下
「

追

加
条
等
」
と
い
う
｡
)
を
加
え
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（

条
の

表
示
を

除
く

。
以

下
「

改
正

部
分

」
と

い
う

｡
)
を

当
該

改
正

部
分

に
対
応
す
る
同
表
の
改
正
後
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（

条
及

び
項

の
表
示
並
び
に
追
加
条
等
を
除
く
｡
)
に
改
め
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部

分
（

以
下
「

改
正

表
」

と
い

う
｡
)
を

当
該
改

正
表

に
対

応
す

る
次

の
表

の
改
正
後
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
に
改
め
る
。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
公
園
施
設
の
建
築
面
積
の
基
準
の
特
例
）
 

第
１
条
の
４

 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
政
令

第
６

条
第
６
項

に
規

定
す
る
場

合
に

関
す
る

法
第

５
条

の
９

第
１

項
の

規
定

に
よ

り

読
み
替
え

て
適

用
す
る
法

第
４

条
第
１
項

た
だ

し
書

の
条

例
で

定
め

る
範

囲
は

、
政

令
第

６

条
第
６
項

に
規

定
す
る
公

募
対

象
公
園
施

設
で

あ
る

建
築

物
に

限
り

、
当

該
都

市
公

園
の

敷

地
面
積
の
1
0
0
分
の
1
0
を
限
度
と
し
て
前
条
の
規
定

に
よ
り
認

め
ら
れ
る
建

築
面
積

を
超

え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

（
公
園
施
設
に
関
す
る
制
限
）
 

第
１
条
の
５

 
政
令
第
８
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め

る
割

合
は
、

1
0
0
分

の
5
0と

す
る

。
 

 

第
１
条
の
６

 
（
略
）
 

 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）
 

第
1
5
条
の
３

 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
指
定

管
理

者
に
よ
る

管
理

の
場
合
に

お
け

る
第
１

条
の

６
第

２
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い

て
は
、
同

項
中

「
知
事
」

と
あ

る
の
は
「

指
定

管
理

者
」

と
､
｢
と

き
は

」
と

あ
る

の
は

「
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
」
と
す

る
。

 

 第
1
9
条

 
法
第

５
条
の
1
1
の
規

定
に
よ
り

知
事

に
代
わ

つ
て

そ
の

権
限

を
行

う
者

は
、

こ
の

章

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
知
事
と
み
な
す
。

 

（
公

園
施

設
の
建

築
面

積
の
基
準
の
特
例
）
 

第
１

条
の

４
 
（

略
）

 

２
～

４
 
（

略
）

 

        

 

第
１

条
の

５
 
（

略
）

 

 

（
指

定
管

理
者
に

よ
る
管
理
）
 

第
1
5
条

の
３
 
（

略
）

 

２
 
（

略
）
 

３
 
指

定
管

理
者

に
よ

る
管
理

の
場
合
に

お
け

る
第
１
条

の
５

第
２
項
の

規
定

の
適
用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
知

事
」

と
あ

る
の
は
「

指
定

管
理
者
」

と
､
｢
と
き
は
」

と
あ

る
の
は
「
と

き
は

、
あ

ら
か
じ

め
知

事
の
承
認
を
得
て
」
と
す
る
。
 

 第
1
9
条

 
法

第
５

条
の

３
の
規

定
に
よ
り

知
事

に
代
わ
つ

て
そ

の
権
限
を

行
う

者
は
、
こ

の
章

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は
、
知
事
と
み
な
す
。
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 別
表
第
１

（
第
１
条
の
６
関
係
）
 

 
（
略
）
 

 別
表
第
２

（
第
1
0
条
関
係
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
法
第
６

条
第
１
項

又
は
第

３
項
の

規
定
に

よ
る

都
市

公
園

の
占

用
の

許
可

を
受

け
た

場

合
 

区
 

 
 
分
 

単
位
 

金
 

 
 

額
 

 
 

新
 

潟
 

市
新

潟
市

以
外

の
市

町
 

 
 

村

電
柱

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
も

の
 

第
１
種
電
柱
 

（
略
）
 

1
,
1
0
0
円

4
7
0
円

3
4
0
円

第
２
種
電
柱
 

1
,
6
0
0
円

7
2
0
円

5
3
0
円

第
３
種
電
柱
 

2
,
2
0
0
円

9
7
0
円

7
1
0
円

第
１
種
電
話
柱
 

9
8
0
円

4
2
0
円

（
略

）
 

第
２
種
電
話
柱
 

1
,
5
0
0
円

6
7
0
円

4
9
0
円

第
３
種
電
話
柱
 

2
,
1
0
0
円

9
2
0
円

6
8
0
円

そ
の
他
の
柱
類
 

9
8
円

4
2
円

（
略

）
 

水
道

管
、

下
水

道 管
、

ガ
ス

管
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

外
径
が
0
.
1
5
メ

ー
ト
ル
未
満
の

も
の
 

（
略
）
 

8
8
円

3
7
円

2
7
円

外
径
が
0
.
1
5
メ

ー
ト
ル
以
上

0
.
2
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の
 

1
1
0
円

5
0
円

3
7
円

外
径
が
0
.
2
メ

ー
ト
ル
以
上

0
.
4
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の
 

2
3
0
円

1
0
0
円

7
4
円

外
径
が
0
.
4
メ

ー
ト
ル
以
上
１
 

メ
ー
ト
ル
未
満
 

5
9
0
円

2
5
0
円

1
8
0
円

 別
表

第
１
（

第
１

条
の

５
関
係
）
 

 
（

略
）

 

 別
表

第
２
（

第
1
0
条

関
係

）
 

(
1
)
 
（

略
）
 

(
2
)
 
法

第
６

条
第

１
項

又
は
第
３

項
の

規
定
に
よ

る
都

市
公
園
の

占
用

の
許
可
を

受
け

た
場

合
 

区
 

 
 

分
 

単
位

金
 
 
 
額
 

 
 

新
 
潟
 
市

新
潟
市
以
外
の
市

町
 
 
 
村
 

電
柱

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
も

の
 

第
１

種
電

柱
 

（
略
）

9
8
0
円

4
5
0
円

3
5
0
円
 

第
２

種
電

柱
 

1
,
5
0
0
円

7
0
0
円

5
4
0
円
 

第
３

種
電

柱
 

2
,
0
0
0
円

9
4
0
円

7
3
0
円
 

第
１
種

電
話
柱

8
7
0
円

4
1
0
円

（
略
）
 

第
２
種

電
話
柱

1
,
4
0
0
円

6
5
0
円

5
0
0
円
 

第
３
種

電
話
柱

1
,
9
0
0
円

8
9
0
円

6
9
0
円
 

そ
の
他

の
柱

類
8
7
円

4
1
円

（
略
）
 

水
道

管
、

下
水

道 管
、

ガ
ス

管
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

外
径

が
0
.
1
5
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

 

（
略
）

7
9
円

3
7
円

2
8
円
 

外
径

が
0
.
1
5
メ

ー
ト

ル
以

上

0
.
2
メ

ー
ト
ル

未
満

の
も

の
 

1
0
0
円

4
9
円

3
8
円
 

外
径

が
0
.
2
メ

ー
ト

ル
以

上

0
.
4
メ

ー
ト
ル

未
満

の
も

の
 

2
1
0
円

9
7
円

7
5
円
 

外
径

が
0
.
4
メ

ー
ト

ル
以

上
１

メ
ー

ト
ル
未

満

5
2
0
円

2
4
0
円

1
9
0
円
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の
も
の
 

外
径
が
１
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も

の
 

1
,
1
0
0
円

5
0
0
円

3
7
0
円

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
も
の
及
び
公
衆

電
話
所
 

（
略
）

1
,
9
0
0
円

8
4
0
円

6
2
0
円

郵
便
差
出
箱
及
び
信
書

便
差
出
箱
 

（
略
）

8
2
0
円

3
5
0
円

（
略

）
 

競
技
会
、
集

会
、
展
示
会
そ

の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
催
し
の

た
め
に
設
け
ら

れ
る
仮

設
工
作

物
 

占
用

期
間

が
１

月
未

満
の

場
合
 

（
略
）

（
略
）
 

1
9
円

９
円

占
用

期
間

が
１

月
以

上
の

場
合
 

（
略
）

（
略
）
 

1
8
円

８
円

標
識
 

（
略
）

1
,
5
0
0
円

6
7
0
円

4
9
0
円

工
事
用
板
囲
い
、
足
場
、

詰
所
そ
の
他
工
事
用
施

設
 

（
略
）

（
略
）
 

1
8
0
円

8
9
円

土
石
、
竹
木
そ
の
他
の

工
事
用
材
料
の
置
場
 

（
略
）

（
略
）
 

1
8
0
円

8
9
円

 
(
3
)
～

(
8
)
 
（
略
）
 

 
備
考
 
（
略
）
 

の
も

の
 

外
径

が
１
メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
 

1
,
0
0
0
円

4
9
0
円

3
8
0
円
 

変
圧

塔
そ

の
他
こ

れ
に

類
す
る
も
の
及
び
公

衆

電
話

所
 

（
略
）

1
,
7
0
0
円

8
1
0
円

6
3
0
円
 

郵
便

差
出

箱
及
び
信
書

便
差

出
箱

 

（
略
）

7
3
0
円

3
4
0
円

（
略
）
 

競
技

会
、

集

会
、

展
示

会
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
催

し
の

た
め

に
設

け
ら

れ
る
仮

設
工
作

物
 

占
用

期
間

が
１

月
未

満
の

場
合

（
略
）

（
略
）
 

2
2
円

1
1
円
 

占
用

期
間

が
１

月
以

上
の

場
合

（
略
）

（
略
）
 

2
0
円

1
0
円
 

標
識

 
（
略
）

1
,
4
0
0
円

6
5
0
円

5
0
0
円
 

工
事

用
板

囲
い
、
足

場
、

詰
所

そ
の
他

工
事

用
施

設
 

（
略
）

（
略
）
 

2
0
0
円

9
7
円
 

土
石

、
竹

木
そ
の

他
の

工
事

用
材

料
の
置

場
 

（
略
）

（
略
）
 

2
0
0
円

9
7
円
 

 
(
3
)
～

(
8
)
 
（

略
）

 

 
備

考
 
（

略
）

 
  

 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ

の
条
例
中
別
表
第
２
の
改
正
及
び
次
項
の
規
定
は

平
成
3
0
年

４
月

１
日
か

ら
、

そ
の

他
の

改
正

は
公

布
の

日
か

ら
施

行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）
 

２
 
改

正
後
の
別
表
第
２
の
規
定
は
、
平
成
3
0年

４
月

１
日

以
後

納
入

す
べ

き
使

用
料

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

納
入

す
べ
き
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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